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〇
経
済
産
業
省
令
第
七
十
八
号

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
六
十
九
条
の
五
、
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二

十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
別
表
の
規
定
に
基
づ

き
、
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
月
六
日

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
一
及
び
外
国
為
替
令
別
表
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
又
は
技
術
を
定
め
る
省
令
（
平
成
三
年
通
商
産

業
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ



- 2 -

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

第
四
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
五
の
項
の
経
済
産
業
省
令

第
四
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
五
の
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一
～
十

［
略
］

一
～
十

［
略
］

十
一

潤
滑
剤
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
材
料

十
一

潤
滑
剤
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
材
料

、
振
動
防
止
用
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
液
体
又

、
振
動
防
止
用
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
液
体
又

は
冷
媒
用
の
液
体
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

は
冷
媒
用
の
液
体
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の

当
す
る
も
の

イ

［
略
］

イ

［
略
］
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ロ

潤
滑
剤
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
材
料

ロ

潤
滑
剤
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
材
料

で
あ
っ
て
、
フ
ェ
ニ
レ
ン
エ
ー
テ
ル
、
ア
ル
キ
ル

で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
物
質
を

フ
ェ
ニ
レ
ン
エ
ー
テ
ル
、
フ
ェ
ニ
レ
ン
チ
オ
エ
ー

主
成
分
と
す
る
も
の

テ
ル
、
ア
ル
キ
ル
フ
ェ
ニ
レ
ン
チ
オ
エ
ー
テ
ル
又

は
こ
れ
ら
の
混
合
物
の
う
ち
、
そ
の
有
す
る
エ
ー

テ
ル
基
、
チ
オ
エ
ー
テ
ル
基
又
は
こ
れ
ら
の
官
能

基
の
数
の
合
計
が
三
以
上
の
物
質
を
主
成
分
と
す

る
も
の

［
削
る
］

（
一
）

フ
ェ
ニ
レ
ン
エ
ー
テ
ル
、
ア
ル
キ
ル
フ

ェ
ニ
レ
ン
エ
ー
テ
ル
、
フ
ェ
ニ
レ
ン
チ
オ
エ
ー

テ
ル
、
ア
ル
キ
ル
フ
ェ
ニ
レ
ン
チ
オ
エ
ー
テ
ル

又
は
こ
れ
ら
の
混
合
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
有
す

る
エ
ー
テ
ル
基
、
チ
オ
エ
ー
テ
ル
基
又
は
こ
れ
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ら
の
官
能
基
の
数
の
合
計
が
三
以
上
の
も
の

［
削
る
］

（
二
）

ふ
っ
化
シ
リ
コ
ー
ン
油
で
あ
っ
て
、
二

五
度
の
温
度
に
お
い
て
測
定
し
た
動
粘
度
が
五

、
〇
〇
〇
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
秒
未
満
の
も

の

ハ
・
ニ

［
略
］

ハ
・
ニ

［
略
］

十
二
～
十
六

［
略
］

十
二
～
十
六

［
略
］

第
六
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
七
の
項
の
経
済
産
業
省
令

第
六
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
七
の
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一

集
積
回
路
（
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク
集
積
回
路
、
ハ
イ
ブ

一

集
積
回
路
（
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク
集
積
回
路
、
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
集
積
回
路
、
マ
ル
チ
チ
ッ
プ
集
積
回
路
、
膜

リ
ッ
ド
集
積
回
路
、
マ
ル
チ
チ
ッ
プ
集
積
回
路
、
膜
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形
集
積
回
路
（
シ
リ
コ
ン
オ
ン
サ
フ
ァ
イ
ア
集
積
回

形
集
積
回
路
（
シ
リ
コ
ン
オ
ン
サ
フ
ァ
イ
ア
集
積
回

路
を
含
む
。
）
、
光
集
積
回
路
、
三
次
元
集
積
回
路

路
を
含
む
。
）
、
光
集
積
回
路
、
三
次
元
集
積
回
路

及
び
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク
マ
イ
ク
ロ
波
集
積
回
路
を
含

及
び
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク
マ
イ
ク
ロ
波
集
積
回
路
を
含

む
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

む
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の

の

イ
～
ニ

［
略
］

イ
～
ニ

［
略
］

ホ

ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変
換
用
の
も
の
又
は
デ
ジ

ホ

ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変
換
用
の
も
の
又
は
デ
ジ

タ
ル
ア
ナ
ロ
グ
変
換
用
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の

タ
ル
ア
ナ
ロ
グ
変
換
用
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
ワ
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
）

（
一
）

ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変
換
用
の
も
の
で

（
一
）

ア
ナ
ロ
グ
デ
ジ
タ
ル
変
換
用
の
も
の
で

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ワ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
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１
～
５

［
略
］

１
～
５

［
略
］

（
二
）

［
略
］

（
二
）

［
略
］

ヘ
～
ワ

［
略
］

ヘ
～
ワ

［
略
］

二

マ
イ
ク
ロ
波
用
機
器
又
は
ミ
リ
波
用
機
器
の
部
分

二

マ
イ
ク
ロ
波
用
機
器
又
は
ミ
リ
波
用
機
器
の
部
分

品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ
～
ニ

［
略
］

イ
～
ニ

［
略
］

ホ

マ
イ
ク
ロ
波
用
固
体
増
幅
器
（
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク

ホ

マ
イ
ク
ロ
波
用
固
体
増
幅
器
（
モ
ノ
リ
シ
ッ
ク

マ
イ
ク
ロ
波
集
積
回
路
増
幅
器
及
び
ハ
ー
モ
ニ
ッ

マ
イ
ク
ロ
波
集
積
回
路
増
幅
器
及
び
ハ
ー
モ
ニ
ッ

ク
ミ
ク
サ
又
は
コ
ン
バ
ー
タ
を
除
く
。
）
又
は
こ

ク
ミ
ク
サ
又
は
コ
ン
バ
ー
タ
を
除
く
。
）
又
は
こ

れ
を
含
む
組
立
品
若
し
く
は
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
送
受

れ
を
含
む
組
立
品
若
し
く
は
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
送
受

信
モ
ジ
ュ
ー
ル
及
び
送
信
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
除
く
。

信
モ
ジ
ュ
ー
ル
及
び
送
信
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
除
く
。

）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

）
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

［
略
］

（
一
）

［
略
］
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（
二
）

動
作
周
波
数
が
六
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超

（
二
）

動
作
周
波
数
が
六
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超

三
一
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
瞬
時

三
一
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
瞬
時

帯
域
幅
を
中
心
周
波
数
で
除
し
た
値
が
一
〇
パ

帯
域
幅
を
中
心
周
波
数
で
除
し
た
値
が
一
〇
パ

ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、
次
の
い
ず

ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の

れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

動
作
周
波
数
が
六
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
八

１

動
作
周
波
数
が
六
・
八
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
八

・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
ピ
ー
ク

・
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
以
下
で
あ
っ
て
、
ピ
ー
ク

飽
和
出
力
値
が
七
〇
ワ
ッ
ト
（
四
八
・
四
五

飽
和
出
力
値
が
七
〇
ワ
ッ
ト
（
四
八
・
五
四

デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

デ
ィ
ー
ビ
ー
エ
ム
）
を
超
え
る
も
の

２
～
４

［
略
］

２
～
４

［
略
］

（
三
）
～
（
五
）

［
略
］

（
三
）
～
（
五
）

［
略
］

ヘ
～
ヲ

［
略
］

ヘ
～
ヲ

［
略
］

ワ

周
波
数
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
を
用
い
た
組
立
品
の

ワ

周
波
数
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
を
用
い
た
組
立
品
の
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う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
～
（
四
）

［
略
］

（
一
）
～
（
四
）

［
略
］

（
五
）

三
七
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
七
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

（
五
）

三
七
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

以
下
の
合
成
出
力
周
波
数
範
囲
で
、
二
・
二
ギ

以
下
の
合
成
出
力
周
波
数
範
囲
で
、
二
・
二
ギ

ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
い
ず
れ
か
の
周
波
数
切
換

ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
い
ず
れ
か
の
周
波
数
切
換

え
の
所
要
時
間
が
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
未
満
の

え
の
所
要
時
間
が
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
未
満
の

も
の

も
の

（
六
）

七
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

（
六
）

削
除

以
下
の
合
成
出
力
周
波
数
範
囲
で
、
五
・
〇
ギ

ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
い
ず
れ
か
の
周
波
数
切
換

え
の
所
要
時
間
が
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
未
満
の

も
の

（
七
）

［
略
］

（
七
）

［
略
］
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カ

［
略
］

カ

［
略
］

三
～
十
二

［
略
］

三
～
十
二

［
略
］

十
三

信
号
発
生
器
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

十
三

信
号
発
生
器
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
（
二
以
上
の
水
晶
発
振
器
の
周
波
数
を

当
す
る
も
の
（
二
以
上
の
水
晶
発
振
器
の
周
波
数
を

加
算
し
た
値
、
減
算
し
た
値
又
は
こ
れ
ら
の
値
を
逓

加
算
し
た
値
、
減
算
し
た
値
又
は
こ
れ
ら
の
値
を
逓

倍
し
た
値
に
よ
っ
て
出
力
周
波
数
を
規
定
す
る
装
置

倍
し
た
値
に
よ
っ
て
出
力
周
波
数
を
規
定
す
る
装
置

を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

イ
・
ロ

［
略
］

イ
・
ロ

［
略
］

ハ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

ハ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
～
（
四
）

［
略
］

（
一
）
～
（
四
）

［
略
］

（
五
）

三
七
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
七
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

（
五
）

三
七
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

以
下
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
二
・
二
ギ
ガ
ヘ

以
下
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
二
・
二
ギ
ガ
ヘ

ル
ツ
を
超
え
る
い
ず
れ
か
の
周
波
数
切
換
え
の

ル
ツ
を
超
え
る
い
ず
れ
か
の
周
波
数
切
換
え
の
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所
要
時
間
が
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
未
満
の
も
の

所
要
時
間
が
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
未
満
の
も
の

（
六
）

七
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

［
新
設
］

以
下
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
五
・
〇
ギ
ガ
ヘ

ル
ツ
を
超
え
る
い
ず
れ
か
の
周
波
数
切
換
え
の

所
要
時
間
が
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
未
満
の
も
の

ニ

［
略
］

ニ

［
略
］

ホ

デ
ジ
タ
ル
ベ
ー
ス
バ
ン
ド
信
号
を
ベ
ク
ト
ル
変

ホ

デ
ジ
タ
ル
ベ
ー
ス
バ
ン
ド
信
号
を
ベ
ク
ト
ル
変

調
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
、
ベ
ク
ト
ル
変
調

調
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
、
ベ
ク
ト
ル
変
調

帯
域
幅
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

帯
域
幅
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

（
一
）
・
（
二
）

［
略
］

（
一
）
・
（
二
）

［
略
］

（
三
）

三
七
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
七
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

（
三
）

三
七
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

以
下
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
二
・
二
ギ
ガ
ヘ

以
下
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
二
・
二
ギ
ガ
ヘ

ル
ツ
を
超
え
る
も
の

ル
ツ
を
超
え
る
も
の
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（
四
）

七
五
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
超
九
〇
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ

［
新
設
］

以
下
の
出
力
周
波
数
帯
域
で
、
五
・
〇
ギ
ガ
ヘ

ル
ツ
を
超
え
る
も
の

ヘ

［
略
］

ヘ

［
略
］

十
四
～
十
七
の
二

［
略
］

十
四
～
十
七
の
二

［
略
］

十
八

基
板
で
あ
っ
て
、
当
該
基
板
の
上
に
次
の
い
ず

十
八

基
板
で
あ
っ
て
、
当
該
基
板
の
上
に
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
物
質
の
多
層
膜
の
結
晶
を
有
し
、

れ
か
に
該
当
す
る
物
質
の
多
層
膜
の
結
晶
を
有
し
、

か
つ
、
当
該
結
晶
が
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長
さ
れ
て

か
つ
、
当
該
結
晶
が
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
成
長
さ
れ
て

い
る
も
の
の
う
ち
、
ヘ
テ
ロ
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
材
料

い
る
も
の
の
う
ち
、
ヘ
テ
ロ
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
材
料

と
な
る
も
の
（
ニ
に
該
当
す
る
化
合
物
（
窒
化
ガ
リ

と
な
る
も
の
（
ニ
に
該
当
す
る
化
合
物
（
窒
化
ガ
リ

ウ
ム
、
窒
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
窒
化
ア
ル
ミ

ウ
ム
、
窒
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
窒
化
ア
ル
ミ

ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
窒
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ア
ル
ミ
ニ
ウ

ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
窒
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ア
ル
ミ
ニ
ウ

ム
、
窒
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、

ム
、
窒
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
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リ
ン
化
ガ
リ
ウ
ム
、
砒
化
ガ
リ
ウ
ム
、
砒
化
ア
ル
ミ

リ
ン
化
ガ
リ
ウ
ム
、
砒
化
ガ
リ
ウ
ム
、
砒
化
ア
ル
ミ

ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
リ
ン
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
、
リ
ン
化

ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
リ
ン
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
、
リ
ン
化

イ
ン
ジ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
リ
ン
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
イ

イ
ン
ジ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
リ
ン
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
イ

ン
ジ
ウ
ム
又
は
リ
ン
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
ア
ル

ン
ジ
ウ
ム
又
は
リ
ン
化
イ
ン
ジ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
ア
ル

ミ
ニ
ウ
ム
に
限
る
。
）
の
Ｐ
型
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
層

ミ
ニ
ウ
ム
に
限
る
。
）
の
Ｐ
型
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
層

を
一
層
以
上
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
Ｐ
型
エ

を
一
層
以
上
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
Ｐ
型
エ

ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
層
が
Ｎ
型
層
に
挟
ま
れ
て
い
な
い
も

ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
層
が
Ｎ
型
層
に
挟
ま
れ
て
い
な
い
も

の
を
除
く
。
）

の
を
除
く
。
）

イ
～
ニ

［
略
］

イ
～
ニ

［
略
］

ホ

三
酸
化
二
ガ
リ
ウ
ム

［
新
設
］

へ

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

［
新
設
］

十
九
～
二
十
一

［
略
］

十
九
～
二
十
一

［
略
］

二
十
二

炭
化
け
い
素
、
窒
化
ガ
リ
ウ
ム
、
窒
化
ア
ル

二
十
二

炭
化
け
い
素
、
窒
化
ガ
リ
ウ
ム
、
窒
化
ア
ル
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ミ
ニ
ウ
ム
、
窒
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
三
酸

ミ
ニ
ウ
ム
又
は
窒
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
の
半

化
二
ガ
リ
ウ
ム
又
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
半
導
体
基
板

導
体
基
板
又
は
イ
ン
ゴ
ッ
ト
、
ブ
ー
ル
若
し
く
は
そ

又
は
イ
ン
ゴ
ッ
ト
、
ブ
ー
ル
若
し
く
は
そ
の
他
の
プ

の
他
の
プ
リ
フ
ォ
ー
ム
で
あ
っ
て
、
二
〇
度
の
温
度

リ
フ
ォ
ー
ム
で
あ
っ
て
、
二
〇
度
の
温
度
に
お
け
る

に
お
け
る
電
気
抵
抗
率
が
一
〇
、
〇
〇
〇
オ
ー
ム
セ

電
気
抵
抗
率
が
一
〇
、
〇
〇
〇
オ
ー
ム
セ
ン
チ
メ
ー

ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

ト
ル
を
超
え
る
も
の

二
十
三

多
結
晶
基
板
又
は
多
結
晶
セ
ラ
ミ
ッ
ク
基
板

二
十
三

多
結
晶
基
板
又
は
多
結
晶
セ
ラ
ミ
ッ
ク
基
板

で
あ
っ
て
、
二
〇
度
の
温
度
に
お
け
る
電
気
の
抵
抗

で
あ
っ
て
、
二
〇
度
の
温
度
に
お
け
る
電
気
の
抵
抗

率
が
一
〇
、
〇
〇
〇
オ
ー
ム
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超

率
が
一
〇
、
〇
〇
〇
オ
ー
ム
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
基
板
の
表
面
に
シ
リ
コ
ン

え
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
基
板
の
表
面
に
シ
リ
コ
ン

、
炭
化
け
い
素
、
窒
化
ガ
リ
ウ
ム
、
窒
化
ア
ル
ミ
ニ

、
炭
化
け
い
素
、
窒
化
ガ
リ
ウ
ム
、
窒
化
ア
ル
ミ
ニ

ウ
ム
、
窒
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
、
三
酸
化
二

ウ
ム
又
は
窒
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
ガ
リ
ウ
ム
の
非
エ
ピ

ガ
リ
ウ
ム
又
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
非
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ

タ
キ
シ
ャ
ル
単
結
晶
層
を
少
な
く
と
も
一
層
以
上
有
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ル
単
結
晶
層
を
少
な
く
と
も
一
層
以
上
有
す
る
も
の

す
る
も
の

二
十
四

前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
基
板
で
あ

二
十
四

前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
基
板
で
あ

っ
て
、
当
該
基
板
の
上
に
炭
化
け
い
素
、
窒
化
ガ
リ

っ
て
、
当
該
基
板
の
上
に
炭
化
け
い
素
、
窒
化
ガ
リ

ウ
ム
、
窒
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
窒
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

ウ
ム
、
窒
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
又
は
窒
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ

ガ
リ
ウ
ム
、
三
酸
化
二
ガ
リ
ウ
ム
又
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン

ム
ガ
リ
ウ
ム
の
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
層
を
少
な
く
と
も

ド
の
エ
ピ
タ
キ
シ
ャ
ル
層
を
少
な
く
と
も
一
層
以
上

一
層
以
上
有
す
る
も
の
（
第
十
八
号
に
該
当
す
る
も

有
す
る
も
の
（
第
十
八
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除

の
を
除
く
。
）

く
。
）

第
七
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
八
の
項
の
経
済
産
業
省
令

第
七
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
八
の
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］
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三

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
、
そ
の
附
属
装
置
若
し
く

三

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
、
そ
の
附
属
装
置
若
し
く

は
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ
う

は
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ
う

に
設
計
し
た
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
ロ
、
ハ
若
し

に
設
計
し
た
部
分
品
で
あ
っ
て
、
次
の
ロ
、
ハ
又
は

く
は
ト
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら

ト
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
部

の
部
分
品
（
次
の
チ
か
ら
ヌ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

分
品
（
次
の
チ
か
ら
ヌ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

当
す
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
の
部
分
品
を
除
く
。
）

る
も
の
及
び
こ
れ
ら
の
部
分
品
を
除
く
。
）

イ

［
略
］

イ

［
略
］

ロ

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
、
加
重
最
高

ロ

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
、
加
重
最
高

性
能
が
七
〇
実
効
テ
ラ
演
算
を
超
え
る
も
の

性
能
が
二
九
実
効
テ
ラ
演
算
を
超
え
る
も
の

ハ

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ

ハ

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ

う
に
設
計
し
た
部
分
品
で
あ
っ
て
、
計
算
要
素
を

う
に
設
計
し
た
部
分
品
で
あ
っ
て
、
計
算
要
素
を

集
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
加
重
最
高
性
能
が
七

集
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
加
重
最
高
性
能
が
二

〇
実
効
テ
ラ
演
算
を
超
え
る
も
の
（
最
大
性
能
が

九
実
効
テ
ラ
演
算
を
超
え
る
も
の
（
最
大
性
能
が



- 16 -

七
〇
実
効
テ
ラ
演
算
を
超
え
な
い
デ
ジ
タ
ル
電
子

二
九
実
効
テ
ラ
演
算
を
超
え
な
い
デ
ジ
タ
ル
電
子

計
算
機
又
は
そ
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
計
算
機
用
に
特

計
算
機
又
は
そ
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
計
算
機
用
に
特

別
に
設
計
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

別
に
設
計
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

ニ
～
ヌ

［
略
］

ニ
～
ヌ

［
略
］

四
・
五

［
略
］

四
・
五

［
略
］

第
九
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
〇
の
項
の
経
済
産
業
省

第
九
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
〇
の
項
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
九
の
三

［
略
］

一
～
九
の
三

［
略
］

十

レ
ー
ザ
ー
発
振
器
又
は
そ
の
部
分
品
、
附
属
品
若

十

レ
ー
ザ
ー
発
振
器
又
は
そ
の
部
分
品
、
附
属
品
若

し
く
は
試
験
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

し
く
は
試
験
装
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の

当
す
る
も
の
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イ
～
ハ

［
略
］

イ
～
ハ

［
略
］

ニ

レ
ー
ザ
ー
発
振
器
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

ニ

レ
ー
ザ
ー
発
振
器
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の

に
該
当
す
る
も
の

（
一
）

半
導
体
レ
ー
ザ
ー
発
振
器
で
あ
っ
て
、

（
一
）

半
導
体
レ
ー
ザ
ー
発
振
器
で
あ
っ
て
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

１

［
略
］

１

［
略
］

２

多
重
横
モ
ー
ド
で
発
振
す
る
単
一
の
半
導

２

多
重
横
モ
ー
ド
で
発
振
す
る
単
一
の
半
導

体
レ
ー
ザ
ー
ダ
イ
オ
ー
ド
で
あ
っ
て
、
次
の

体
レ
ー
ザ
ー
ダ
イ
オ
ー
ド
で
あ
っ
て
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

一
、
四
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
波

一

一
、
四
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
波

長
範
囲
で
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も

長
範
囲
で
使
用
す
る
よ
う
に
設
計
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
又
は
持
続
波
の

の
で
あ
っ
て
、
平
均
出
力
又
は
持
続
波
の

定
格
出
力
が
二
五
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の

定
格
出
力
が
一
五
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
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二
・
三

［
略
］

二
・
三

［
略
］

３
～
５

［
略
］

３
～
５

［
略
］

（
二
）
～
（
六
）

［
略
］

（
二
）
～
（
六
）

［
略
］

ホ
・
ヘ

［
略
］

ホ
・
ヘ

［
略
］

十
の
二
～
十
二

［
略
］

十
の
二
～
十
二

［
略
］

十
三

レ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

十
三

レ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品
（
二
次
監
視
レ
ー
ダ
ー

す
る
も
の
又
は
そ
の
部
分
品
（
二
次
監
視
レ
ー
ダ
ー

、
民
生
用
自
動
車
レ
ー
ダ
ー
、
気
象
レ
ー
ダ
ー
、
国

、
民
生
用
自
動
車
レ
ー
ダ
ー
、
気
象
レ
ー
ダ
ー
、
国

際
民
間
航
空
機
関
の
定
め
る
標
準
に
準
拠
し
た
精
測

際
民
間
航
空
機
関
の
定
め
る
標
準
に
準
拠
し
た
精
測

進
入
レ
ー
ダ
ー
及
び
こ
れ
ら
の
部
分
品
（
レ
ー
ダ
ー

進
入
レ
ー
ダ
ー
及
び
こ
れ
ら
の
部
分
品
（
レ
ー
ダ
ー

の
部
分
品
で
あ
っ
て
航
空
管
制
用
の
表
示
装
置
を
含

の
部
分
品
で
あ
っ
て
航
空
管
制
用
の
表
示
装
置
を
含

む
。
）
を
除
く
。
）

む
。
）
を
除
く
。
）

イ
～
ヌ

［
略
］

イ
～
ヌ

［
略
］
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ル

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
パ
ル
ス
圧
縮
技
術

ル

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
パ
ル
ス
圧
縮
技
術

を
利
用
す
る
も
の

を
利
用
す
る
も
の

（
一
）

［
略
］

（
一
）

［
略
］

（
二
）

圧
縮
パ
ル
ス
幅
が
二
〇
〇
ナ
ノ
秒
未
満

（
二
）

圧
縮
パ
ル
ス
幅
が
二
〇
〇
ナ
ノ
秒
未
満

の
も
の
（
航
海
用
二
次
元
レ
ー
ダ
ー
又
は
船
舶

の
も
の
（
航
海
用
二
次
元
レ
ー
ダ
ー
又
は
船
舶

航
行
サ
ー
ビ
ス
用
二
次
元
レ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
て

航
行
サ
ー
ビ
ス
用
二
次
元
レ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
て

、
次
の
１
か
ら
５
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る
も

、
次
の
１
か
ら
５
ま
で
の
全
て
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
）

の
を
除
く
。
）

１

パ
ル
ス
圧
縮
比
が
一
五
〇
以
下
の
も
の

１

パ
ル
ス
圧
縮
比
が
一
五
〇
未
満
の
も
の

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

４

ピ
ー
ク
出
力
が
二
五
〇
ワ
ッ
ト
以
下
の
も

４

ピ
ー
ク
出
力
が
二
五
〇
ワ
ッ
ト
未
満
の
も

の

の

５

［
略
］

５

［
略
］
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ヲ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
デ
ー
タ
処
理
技
術

ヲ

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
デ
ー
タ
処
理
技
術

を
利
用
す
る
も
の
（
船
舶
航
行
サ
ー
ビ
ス
の
た
め

を
利
用
す
る
も
の
（
船
舶
航
行
サ
ー
ビ
ス
の
た
め

に
設
計
さ
れ
た
装
置
又
は
そ
の
部
分
品
を
除
く
。

に
用
い
ら
れ
る
装
置
又
は
そ
の
部
分
品
を
除
く
。

）

）

（
一
）
～
（
四
）

［
略
］

（
一
）
～
（
四
）

［
略
］

十
三
の
二
～
十
六

［
略
］

十
三
の
二
～
十
六

［
略
］

第
十
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
一
の
項
の
経
済
産
業
省

第
十
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
一
の
項
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
六

［
略
］

一
～
六

［
略
］

七

水
中
ソ
ナ
ー
航
法
装
置
で
あ
っ
て
、
方
位
情
報
を

七

水
中
ソ
ナ
ー
航
法
装
置
で
あ
っ
て
、
船
首
セ
ン
サ

用
い
、
か
つ
、
ド
ッ
プ
ラ
ー
速
度
ロ
グ
若
し
く
は
相

ー
を
組
み
込
み
、
か
つ
、
ド
ッ
プ
ラ
ー
速
度
ロ
グ
若
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関
速
度
ロ
グ
を
用
い
る
も
の
の
う
ち
、
位
置
精
度
が

し
く
は
相
関
速
度
ロ
グ
を
用
い
る
も
の
の
う
ち
、
位

平
均
誤
差
半
径
で
移
動
し
た
距
離
の
三
パ
ー
セ
ン
ト

置
精
度
が
平
均
誤
差
半
径
で
移
動
し
た
距
離
の
三
パ

以
下
の
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
又
は
そ
の
部
分
品

八
・
九

［
略
］

八
・
九

［
略
］

第
十
二
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
三
の
項
の
経
済
産
業

第
十
二
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
三
の
項
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
と
す
る
。

当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
略
］

四

宇
宙
空
間
用
の
飛
し
ょ
う
体
若
し
く
は
そ
の
打
上

四

宇
宙
空
間
用
の
飛
し
ょ
う
体
若
し
く
は
そ
の
打
上

げ
用
の
飛
し
ょ
う
体
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
又

げ
用
の
飛
し
ょ
う
体
又
は
こ
れ
ら
の
部
分
品
で
あ
っ

は
準
軌
道
用
の
飛
し
ょ
う
体
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
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イ
～
へ

［
略
］

イ
～
へ

［
略
］

四
の
二

航
空
機
で
あ
っ
て
、
宇
宙
空
間
用
の
飛
し
ょ

四
の
二

航
空
機
で
あ
っ
て
、
宇
宙
空
間
用
の
飛
し
ょ

う
体
の
打
上
げ
用
の
飛
し
ょ
う
体
又
は
準
軌
道
用
の

う
体
の
打
上
げ
用
の
飛
し
ょ
う
体
を
空
中
で
発
射
さ

飛
し
ょ
う
体
を
空
中
で
発
射
さ
せ
る
た
め
に
特
別
に

せ
る
た
め
に
特
別
に
設
計
し
、
又
は
改
造
し
た
も
の

設
計
し
、
又
は
改
造
し
た
も
の

四
の
三
～
十
の
二

［
略
］

四
の
三
～
十
の
二

［
略
］

十
一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
装
置
又
は
工
具
（

十
一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
装
置
又
は
工
具
（

型
を
含
む
。
）

型
を
含
む
。
）

イ
・
ロ

［
略
］

イ
・
ロ

［
略
］

ハ

超
合
金
用
に
設
計
し
た
一
方
向
性
凝
固
又
は
単

ハ

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の
ブ
レ
ー
ド
、
ベ
ー

結
晶
の
積
層
造
形
を
行
う
装
置

ン
又
は
チ
ッ
プ
シ
ュ
ラ
ウ
ド
を
製
造
す
る
た
め
に

設
計
し
た
一
方
向
性
凝
固
又
は
単
結
晶
の
積
層
造

形
を
行
う
装
置



- 23 -

十
二
～
二
十

［
略
］

十
二
～
二
十

［
略
］

第
十
四
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
五
の
項
の
経
済
産
業

第
十
四
条

輸
出
令
別
表
第
一
の
一
五
の
項
の
経
済
産
業

省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

省
令
で
定
め
る
仕
様
の
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
と
す
る
。

当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
略
］

二

電
波
若
し
く
は
赤
外
線
の
吸
収
材
又
は
導
電
性
高

二

電
波
の
吸
収
材
又
は
導
電
性
高
分
子
で
あ
っ
て
、

分
子
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

電
波
の
吸
収
材
と
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
特
に

イ

電
波
の
吸
収
材
と
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
設
計

設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
周
波
数
が
二
〇
〇
メ

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
周
波
数
が
二
〇
〇
メ
ガ
ヘ

ガ
ヘ
ル
ツ
超
三
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
未
満
の
も
の
。
た
だ

ル
ツ
超
三
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
未
満
の
も
の
。
た
だ
し
、

し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
塗

、
塗
料
に
混
入
し
た
と
き
に
吸
収
性
能
を
備
え
る

料
に
混
入
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
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磁
性
材
料
で
な
い
も
の
を
除
く
。

（
一
）

磁
性
を
有
し
て
い
な
い
繊
維
状
の
吸
収

（
一
）

磁
性
を
有
し
て
い
な
い
繊
維
状
の
も
の

材
（
二
）

磁
気
損
失
に
よ
り
電
波
を
吸
収
す
る
も

（
二
）

磁
気
損
失
に
よ
り
電
波
を
吸
収
す
る
も

の
で
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
入
射
面
が
平
面
状

の
で
な
い
も
の
（
板
状
の
も
の
を
除
く
。
）

で
な
い
吸
収
材

（
三
）

平
面
状
の
吸
収
材
で
あ
っ
て
、
次
の
１

（
三
）

板
状
の
吸
収
材
で
あ
っ
て
、
次
の
１
か

か
ら
３
ま
で
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の

ら
３
ま
で
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の

１

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
か
ら
な

１

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
か
ら
な

る
も
の

る
も
の

一

炭
素
を
含
有
す
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
発

一

炭
素
を
含
有
す
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
発

泡
体
を
用
い
た
材
料
又
は
有
機
物
を
用
い

泡
体
を
用
い
た
も
の
又
は
有
機
物
を
用
い

た
材
料
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該

た
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
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当
す
る
も
の

当
す
る
も
の

イ
・
ロ

［
略
］

イ
・
ロ

［
略
］

二

セ
ラ
ミ
ッ
ク
を
用
い
た
材
料
で
あ
っ
て

二

セ
ラ
ミ
ッ
ク
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て

、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の

、
次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の

イ
・
ロ

［
略
］

イ
・
ロ

［
略
］

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

（
四
）

焼
結
し
た
フ
ェ
ラ
イ
ト
か
ら
な
る
平
面

（
四
）

焼
結
し
た
フ
ェ
ラ
イ
ト
か
ら
な
る
板
状

状
の
吸
収
材
で
あ
っ
て
、
次
の
１
及
び
２
に
該

の
吸
収
材
で
あ
っ
て
、
次
の
１
及
び
２
に
該
当

当
す
る
も
の

す
る
も
の

１
・
２

［
略
］

１
・
２

［
略
］

（
五
）

連
続
気
泡
発
泡
体
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
材

（
五
）

連
続
気
泡
発
泡
体
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
材

料
か
ら
製
造
さ
れ
た
平
面
状
の
吸
収
材
で
あ
っ

料
か
ら
製
造
さ
れ
た
板
状
の
吸
収
材
で
あ
っ
て

て
、
密
度
が
〇
・
一
五
グ
ラ
ム
毎
立
方
セ
ン
チ

、
密
度
が
〇
・
一
五
グ
ラ
ム
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
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メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
の
う
ち
、
磁
気
損
失
に

ー
ト
ル
以
下
の
も
の
の
う
ち
、
磁
気
損
失
に
よ

よ
り
電
波
を
吸
収
す
る
も
の
で
な
い
も
の

り
電
波
を
吸
収
す
る
も
の
で
な
い
も
の

ロ

近
赤
外
線
の
吸
収
材
と
し
て
使
用
す
る
よ
う
に

ロ

電
波
の
吸
収
材
と
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
特
に

特
に
設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
波
長
が
八
一
〇

設
計
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
波
長
が
八
一
〇
ナ
ノ

ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
超
二
、
〇
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未

メ
ー
ト
ル
超
二
、
〇
〇
〇
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
未
満
の

満
の
も
の
（
周
波
数
が
一
五
〇
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
超
三

も
の
（
周
波
数
が
一
五
〇
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
超
三
七
〇

七
〇
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
未
満
の
も
の
を
い
う
。
）
の
う

テ
ラ
ヘ
ル
ツ
未
満
の
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
、

ち
、
可
視
光
を
透
過
し
な
い
も
の

可
視
光
を
透
過
し
な
い
も
の

ハ

［
略
］

ハ

［
略
］

三
～
十
一

［
略
］

三
～
十
一

［
略
］

第
十
八
条

［
略
］

第
十
八
条

［
略
］

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］
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４

外
為
令
別
表
の
六
の
項
（
四
）
の
経
済
産
業
省
令
で

４

外
為
令
別
表
の
六
の
項
（
四
）
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
技
術
は
、
超
塑
性
成
形
、
拡
散
接
合
又
は
直
圧

定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と

式
液
圧
プ
レ
ス
に
よ
る
金
属
の
加
工
用
の
工
具
（
型
を

す
る
。

含
む
。
）
の
設
計
に
係
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除

く
。
）
と
す
る
。

［
削
る
］

一

超
塑
性
成
形
、
拡
散
接
合
又
は
直
圧
式
液
圧
プ
レ

ス
に
よ
る
金
属
の
加
工
用
の
工
具
（
型
を
含
む
。
）

の
設
計
に
係
る
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

［
削
る
］

二

金
属
の
加
工
を
行
う
た
め
の
デ
ー
タ
で
あ
っ
て
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
、
チ
タ
ン
合
金
又
は
超
合

金
の
超
塑
性
成
形
に
よ
る
加
工
に
係
る
も
の
で
あ

っ
て
、
加
工
材
料
の
表
面
処
理
、
歪
率
、
温
度
又
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は
圧
力
に
係
る
も
の

ロ

超
合
金
又
は
チ
タ
ン
合
金
の
拡
散
接
合
に
よ
る

加
工
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
加
工
材
料
の
表
面

処
理
、
温
度
又
は
圧
力
に
係
る
も
の

ハ

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
又
は
チ
タ
ン
合
金
の
直
圧

式
液
圧
プ
レ
ス
に
よ
る
加
工
に
係
る
も
の
で
あ
っ

て
、
圧
力
又
は
サ
イ
ク
ル
タ
イ
ム
に
係
る
も
の

ニ

チ
タ
ン
合
金
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
又
は
超
合

金
の
鋳
造
品
の
内
部
の
巣
を
一
〇
二
度
を
超
え
る

温
度
で
す
べ
て
の
方
向
か
ら
同
一
の
圧
力
を
加
え

る
こ
と
に
よ
り
縮
小
さ
せ
る
こ
と
に
係
る
も
の
で

あ
っ
て
、
温
度
、
圧
力
又
は
サ
イ
ク
ル
タ
イ
ム
に

係
る
も
の
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５

［
略
］

５

［
略
］

第
十
九
条

［
略
］

第
十
九
条

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

３

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令
で

３

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と

定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一
～
五

［
略
］

一
～
五

［
略
］

六

ゲ
ー
ト
オ
ー
ル
ア
ラ
ウ
ン
ド
電
界
効
果
ト
ラ
ン
ジ

［
新
設
］

ス
タ
（
Ｇ
Ａ
Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｔ
）
の
構
造
を
有
す
る
集
積
回

路
を
設
計
す
る
た
め
に
特
に
設
計
し
た
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｄ
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の



- 30 -

イ

レ
ジ
ス
タ
転
送
レ
ベ
ル
（
Ｒ
Ｔ
Ｌ
）
を
Ｇ
Ｄ
Ｓ

Ⅱ
又
は
こ
れ
と
同
等
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル

形
式
に
実
装
す
る
た
め
に
特
に
設
計
し
た
も
の

ロ

設
計
す
る
集
積
回
路
内
の
デ
ー
タ
処
理
に
お
け

る
消
費
電
力
又
は
デ
ー
タ
を
転
送
す
る
ま
で
に
要

す
る
時
間
を
最
適
化
す
る
た
め
に
特
に
設
計
し
た

も
の

４

［
略
］

４

［
略
］

５

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
五
）
の
経
済
産
業
省
令
で

５

外
為
令
別
表
の
七
の
項
（
五
）
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と

定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
略
］

四

電
子
機
器
の
部
分
品
と
し
て
用
い
る
基
板
で
あ
っ

四

電
子
機
器
の
部
分
品
と
し
て
用
い
る
基
板
で
あ
っ
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て
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
、
炭
化
け
い
素
又
は
酸
化
ガ
リ

て
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
か
ら
な
る
薄
膜
又
は
炭
化
け
い

ウ
ム
を
用
い
た
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術

素
を
用
い
た
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
係
る
技
術
（

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

五

［
略
］

五

［
略
］

第
二
十
条

［
略
］

第
二
十
条

［
略
］

２

外
為
令
別
表
の
八
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で

２

外
為
令
別
表
の
八
の
項
（
二
）
の
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（

定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（

第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
該
当
す
る
技
術
（
プ
ロ
グ

第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
該
当
す
る
技
術
（
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
脆
弱

ラ
ム
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
脆
弱

性
の
開
示
又
は
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
対
応
に
係
る
も
の
を

性
の
開
示
又
は
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
対
応
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
と
す
る
。

除
く
。
）
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
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機
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム

機
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

イ

［
略
］

イ

［
略
］

ロ

加
重
最
高
性
能
が
一
六
実
効
テ
ラ
演
算
超
七
〇

ロ

加
重
最
高
性
能
が
一
六
実
効
テ
ラ
演
算
超
二
九

実
効
テ
ラ
演
算
以
下
の
も
の

実
効
テ
ラ
演
算
以
下
の
も
の

二

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ
う

二

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ
う

に
設
計
し
た
部
分
品
で
あ
っ
て
、
計
算
要
素
を
集
合

に
設
計
し
た
部
分
品
で
あ
っ
て
、
計
算
要
素
を
集
合

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
加
重
最
高
性
能
が
一
五
実
効

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
加
重
最
高
性
能
が
一
五
実
効

テ
ラ
演
算
超
七
〇
実
効
テ
ラ
演
算
以
下
に
な
る
も
の

テ
ラ
演
算
超
二
九
実
効
テ
ラ
演
算
以
下
に
な
る
も
の

に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術

に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
又
は
製
造
に
必
要
な
技
術

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）

三

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算

三

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算

機
を
設
計
し
、
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し

機
を
設
計
し
、
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
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た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
若
し

た
プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
若
し

く
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

く
は
製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。

）

）

イ

［
略
］

イ

［
略
］

ロ

加
重
最
高
性
能
が
一
六
実
効
テ
ラ
演
算
超
七
〇

ロ

加
重
最
高
性
能
が
一
六
実
効
テ
ラ
演
算
超
二
九

実
効
テ
ラ
演
算
以
下
の
も
の

実
効
テ
ラ
演
算
以
下
の
も
の

四

［
略
］

四

［
略
］

五

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ
う

五

デ
ジ
タ
ル
電
子
計
算
機
の
機
能
を
向
上
す
る
よ
う

に
設
計
し
た
部
分
品
で
あ
っ
て
、
計
算
要
素
を
集
合

に
設
計
し
た
部
分
品
で
あ
っ
て
、
計
算
要
素
を
集
合

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
加
重
最
高
性
能
が
一
五
実
効

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
加
重
最
高
性
能
が
一
五
実
効

テ
ラ
演
算
超
七
〇
実
効
テ
ラ
演
算
以
下
に
な
る
も
の

テ
ラ
演
算
超
二
九
実
効
テ
ラ
演
算
以
下
に
な
る
も
の

を
設
計
し
、
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た

を
設
計
し
、
若
し
く
は
製
造
す
る
た
め
に
設
計
し
た

プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
製
造

プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
製
造
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若
し
く
は
使
用
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除

若
し
く
は
使
用
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除

く
。
）

く
。
）

六
・
七

［
略
］

六
・
七

［
略
］

第
二
十
五
条

［
略
］

第
二
十
五
条

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

３

外
為
令
別
表
の
一
三
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令

３

外
為
令
別
表
の
一
三
の
項
（
三
）
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

で
定
め
る
技
術
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
略
］

二

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、

二

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の
部
分
品
で
あ
っ
て
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
若
し
く
は

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
設
計
若
し
く
は

製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
又

製
造
に
必
要
な
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除
く
。
）
又
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は
そ
の
設
計
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
そ
の
設
計
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

イ

燃
焼
器
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

イ

燃
焼
器
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の
を
有
す
る
も
の

る
も
の
を
有
す
る
も
の

（
一
）
～
（
四
）

［
略
］

（
一
）
～
（
四
）

［
略
］

（
五
）

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
ゲ
イ
ン
燃
焼
を
利
用
し

［
新
設
］

た
も
の

ロ
～
ヌ

［
略
］

ロ
～
ヌ

［
略
］

ル

本
号
イ
、
ニ
又
は
第
二
十
七
条
第
六
項
第
一
号

ル

本
号
ニ
又
は
第
二
十
七
条
第
六
項
第
一
号
に
該

に
該
当
す
る
い
ず
れ
か
の
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

当
す
る
い
ず
れ
か
の
技
術
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
除

除
く
。
）
を
用
い
た
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の

く
。
）
を
用
い
た
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
エ
ン
ジ
ン
の
部

部
分
品
に
お
け
る
冷
却
孔
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず

分
品
に
お
け
る
冷
却
孔
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
穴
あ
け
加
工
に
必
要
な

か
に
該
当
す
る
も
の
の
穴
あ
け
加
工
に
必
要
な
技

技
術

術
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（
一
）
・
（
二
）

［
略
］

（
一
）
・
（
二
）

［
略
］

ヲ

［
略
］

ヲ

［
略
］

三
・
四

［
略
］

三
・
四

［
略
］

４
・
５

［
略
］

４
・
５

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


